
 

7  

昭
和
六
十
一
年
七
月
二
十
五
日
提
出 

質

問

第

七

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

自
動
車
重
量
税
の
目
的
外
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
一
年
七
月
二
十
五
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

草 

川 

昭 

三 

 

一 

 



 

現
在
、
自
動
車
重
量
税
は
税
収
の

3
4
を
国
に
、
1
4
は
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
と
し
て
地
方
（
市
町
村
）
の

特
定
財
源
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
国
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
八
割
相
当
額
を
道
路
整
備
費
に
充
て
る

こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
道
路
特
定
財
源
制
度
は
、
受
益
者
負
担
、
損
傷
者
負
担
の
理
念
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
道

路
に
よ
り
利
便
を
受
け
て
い
る
の
は
、
自
動
車
利
用
者
に
限
ら
ず
、
自
転
車
利
用
者
、
歩
行
者
等
も
同
様
で
あ 

 

る
。
従
つ
て
道
路
整
備
費
は
、
自
動
車
利
用
者
に
全
面
的
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
道
路
特
定
財
源
と
あ
る
程
度

の
一
般
財
源
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
受
益
と
負
担
の
観
点
か
ら
適
当
と
考
え
る
。 

し
か
し
な
が
ら
近
年
、
道
路
予
算
の
抑
制
の
た
め
一
般
財
源
の
投
入
が
減
少
し
、
国
の
特
定
財
源
比
率
は
急
激

に
高
ま
つ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
昭
和
五
十
七
年
度
以
降
は
、
国
分
の
自
動
車
重
量
税
の
八
割
相
当
額
を
下
回
る

額
し
か
道
路
整
備
費
に
充
て
ら
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
が
生
じ
て
い
る
。
本
来
、
道
路
特
定 
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三
年
間
の
自
動
車
重
量
税
の
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
額
の
使
途
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
三
年
間
、
自
動
車
重
量
税
の
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
を
生
じ
さ
せ
た
法
的
根
拠
は
何
か
。 

財
源
諸
税
は
、
道
路
整
備
に
充
て
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
納
税
者
に
特
別
な
負
担
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ 

り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
納
税
者
の
税
に
対
す
る
信
頼
感
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
昭
和
六
十
二

年
度
予
算
案
編
成
作
業
に
あ
た
り
、
こ
の
自
動
車
重
量
税
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

一 

昭
和
四
十
六
年
に
創
設
さ
れ
た
自
動
車
重
量
税
は
、
道
路
財
源
、
特
に
第
六
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
財

源
不
足
に
対
す
る
措
置
と
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
分
に
つ
い
て
、
そ
の
八
割
相
当
額
し
か
道
路

整
備
費
に
充
て
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
ま
た
残
り
の
二
割
の
使
途
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

来
年
度
予
算
で
は
、
自
動
車
重
量
税
に
係
る
道
路
特
定
財
源
は
、
全
額
道
路
整
備
に
充
て
る
べ
き
と
考
え
る

が
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

ま
た
、
そ
の
返
済
計
画
を
数
字
を
あ
げ
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 
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五 

五 
来
年
度
予
算
で
は
、
自
動
車
重
量
税
の
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
が
生
ず
る
よ
う
な
計
画
は
有
る
の
か
。 

六 

第
六
十
五
国
会
に
お
い
て
福
田
大
蔵
大
臣
は
「
自
動
車
重
量
税
は
、
こ
れ
を
考
え
ま
す
る
発
想
の
根
源
は
、

道
路
財
源
の
不
足
、
こ
れ
を
補
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
政
府
の
自
動
車
重
量
税
に

対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に
変
わ
り
は
な
い
か
。
ま
た
今
後
、
自
動
車
重
量
税
に
係
る
道
路
特
定
財
源
は
、
全

額
道
路
整
備
に
充
て
る
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

右
質
問
す
る
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